
   綾瀬市粗大ごみ取扱業務実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市が行う一般家庭から排出される粗大ごみの取扱業務の円滑な 

推進を図るため、当該業務の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の意義） 

第２条 粗大ごみとは、一般家庭の日常生活において不用とされた耐久消費財等の固 

  形廃棄物で、１辺又は直径が５０センチメートル以上２メートル未満を基準とし

て、家具、家電製品、布団、じゅうたんなど、市が安全に収集できるものをいう。 

 （搬入場所）  

第３条 綾瀬市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例（平成５年綾瀬市 

条例第９号。以下「条例」という。）別表第１上記以外の一般廃棄物の項第１号イ 

に規定する市長が指定する場所は、綾瀬市リサイクルプラザ（以下「プラザ」とい 

う。）とする。 

 （戸別収集の申込み及び収集日） 

第４条 条例別表第１上記以外の一般廃棄物の項第１号アに規定する戸別収集（以 

下「戸別収集」という。）は、次に掲げるいずれかの方法により申し込むものとする。 

(1) プラザ受付への電話 

 (2) プラザ窓口への直接申込み 

 (3) 神奈川県市町村電子自治体共同運営協議会による電子申請システム                  

２ 受付は、午前８時３０分から午後５時までとする。ただし、次に掲げる日を除

く。 

(1)１月１日から同月３日まで及び１２月３１日 

(2)１２月２８日から同月３０日（これらの日が日曜日である場合に限る。） 

３ 戸別収集は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。 

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

(2) １月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日まで 

４ 前２項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に受付若しくは戸

別収集を行い、又は受付若しくは戸別収集を行わないことができる。 

 （プラザへの搬入） 

第５条 第３条に規定するプラザへの搬入（以下「プラザへの搬入」という）は、火

曜日から土曜日まで（１月１日から同月３日まで及び１２月２８日から同月３１日



までを除く。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時までとする。た

だし、市長が必要と認めるときは、臨時に搬入し、又は搬入を受け付けないことが

できる。 

２ 災害等により発生した粗大ごみは、高座清掃施設組合（以下「組合」という。）

に直接臨時搬入することができる。ただし、搬入にあたっては、組合の規定による

ものとする。 

 （個数の取扱い） 

第６条 条例別表第１上記以外の一般廃棄物の項第１号に規定する粗大ごみ１個の取 

 扱いについては、別に定めるものとする。 

 （取扱個数等の制限） 

第７条 戸別収集の取扱個数は、１世帯１回当たりおおむね５個以内とする。ただ

し、転出を伴う戸別収集である場合は、この限りではない。 

２ プラザへの搬入に自動車を使用するときは、貨物自動車運送事業法（平成元年法

律第８３号）第２条に定める貨物自動車運送事業の用に供する車両及び最大積載量

が２トンを超える貨物自動車による搬入は認めないものとする。 

 （納付方法） 

第８条 処理手数料は、戸別収集するときは納入通知書により、直接搬入するときは 

その都度納付するものとする。 

 （戸別収集の持ち出し場所及び方法） 

第９条  粗大ごみの持ち出しは、ベランダ等の建物に接する部分を除く屋外の収集し 

やすい場所に、収集の前までに粗大ごみに氏名と粗大ごみと書いた張り紙などをし 

て行うものとする。 

 （その他） 

第１０条 第２条に規定する粗大ごみに該当しないものであっても、戸別収集を希望 

し、市長が必要であると認めるとき、粗大ごみと同様に手数料を納付する場合に 

は、同条の規定にかかわらず、粗大ごみとして取り扱うものとする。 

２ 特定家庭用機器再商品化施行令（平成１０年政令第３７８号）第１条に規定する 

機械器具等市が排出禁止のごみとしているものについては、取り扱わないものとす 

る。 

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、粗大ごみ取扱業務の実施に関し必要な事項



は別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年１２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に、改正前の綾瀬市粗大ごみ戸別収集実施要綱第４条の規 

 定により収集の申込みのあった粗大ごみの収集については、なお従前の例による。 

附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の綾瀬市粗大ごみ取扱業務実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に

申し込みのあった粗大ごみの取扱について適用し、同日以前に申し込みのあったもの

については、なお従前の例による。  

 附 則 

 （施行期日） 

 この要綱は、令和４年１１月２５日から施行する。 


